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○定期報告制度の改正について

○定期報告制度の改正について

平成２８年６月１日より定期報告制度が変わりました。
■ 背 景
近年，高齢者等が居住する施設等において，火災による大きな被害が発生したことを踏まえて，特

に安全性を確保すべき建築物等での定期報告制度について見直しが行われました。

■ 変更の内容
① 定期報告の義務の対象について

○特に安全性を確保すべき建築物等で一定規模以上のものは，国が一律に定期報告の対象と指定
し，それ以外の建築物等について，特定行政庁が地域の実情に応じた指定を行うこととなりまし
た。（宮城県では，これまで対象となっているものは，引き続き定期報告の対象になります。）
・平成２８年６月1日以降の,宮城県の定期調査・検査の対象は，別紙「あなたの建築物等は定
期報告制度の対象ではありませんか？」の裏面「定期調査報告対象建築物等一覧表」をご覧下
さい。

例えば 「病院・診療所（患者を入院させる施設のあるものに限る。）」の場合
（改正前）A≧ 300㎡

A＞ 100㎡（3階以上の階における当該用途が 100㎡を超えるもの

（改正後）A≧ 300㎡
A＞ 100㎡（3階以上の階における当該用途が 100㎡を超えるも
A＞ 100㎡（地階における当該用途が 100㎡を超えるもの）※１

Aは当該用途の床面積の合計
※１：該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外

が追加されました。

② 定期検査対象の追加について（防火設備・小荷物専用昇降機（フロアタイプ））
○防火設備は，これまで建築物の調査項目の一つでしたが，建築物とは別に，防火設備の検査が
必要になります。
・検査対象となる防火設備は，火災時に煙や熱で感知して閉まる随時閉鎖式の防火設備（外壁
開口部の防火設備及び防火ダンパーを除く)です。
・定期調査報告対象建築物に設置されているものが対象となります。
・ただし，病院，有床診療所（患者の収容施設があるものに限る。）及び就寝用福祉施設は，建
築物の定期調査報告対象とならない規模であっても，対象用途の床面積が２００㎡以上の建築
物に設置されているものについては，防火設備の検査のみ対象となりますので，ご注意下さい。

○小荷物専用昇降機は，出し入れ口の高さが床上５０㎝未満にある小荷物専用昇降機(フロアタイ
プ)について，定期検査が必要になります。設置されている建築物の用途や規模に係わらず，すべ
ての小荷物専用昇降機(フロアタイプ)が対象となります。(ただし，住戸内を昇降するものは対象
外です.。)
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③ 資格者制度の改正について
・新しく定期検査の対象となる防火設備は，より専門的な知識や経験に基づく高度な検査を実施
するため，「防火設備検査員」が検査を行う必要があります。
・また，今回の法改正により「特殊建築物等調査資格者」などの資格をお持ちの方が，平成２８
年６月１日以降も調査・検査を行うためには，新しい資格者証への移行手続きが必要となりまし
た。
・一級建築士又は二級建築士の免許をお持ちの方は，資格者証の交付を受けていなくても定期調
査・検査・点検の業務を行うことができますので，資格者証の申請は不要です。

・資格者制度の詳細については「定期報告制度ポータルサイト（一般財団法人日本建築防災協会
ホームページ）」をご確認下さい。（http://www.kenchiku-bosai.or.jp/chousa-kensa.html）

■ 報告様式等
・定期調査・検査の報告様式について，資格者欄等に一部変更があります。
・平成２８年６月１日以降に調査する場合は，新しい様式で報告して下さい。
・新しい報告様式については,建築宅地課ホームページでダウンロード出来ます。
（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/04kenntiku2.html）

■ 経過措置等
・防火設備の定期検査及び小荷物専用昇降機の定期報告時期について，経過措置があります。
・経過措置の対象となる防火設備及び小荷物専用昇降機は，

① 平成２８年５月３１日までに設置されたもの
② 平成２８年６月１日から平成２９年５月３１日までに新しく設置されたもの

になります。
・宮城県では，①と②の初回の報告は「平成３０年度」となります。
・平成３０年度以降は，毎年の報告が必要となります。

※定期報告制度についての詳細は，宮城県土木部建築宅地課のホームページの「定期報告制度の
改正について（平成 28年 6月 13日更新）」からダウンロードできます。

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/06teikihoukoku.html

◆当事務所建築班の窓口にパンフレット等を置いていますので御活用ください。

～ お知らせ ～
かわら版のバックナンバーや各種情報を掲載しています。

大河原土木 建築班 検
索
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